
23

● 依 頼 論 文

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と 
人権保障

小川玲子

は じ め に

気候変動，戦争や迫害，虐待や搾取など地球環境と人間に対する暴力

が蔓延している。全世界に広がったパンデミックはすでにあった社会の脆

弱性を浮き彫りにし，格差と貧困を顕在化させ，露骨なヘイトの横行を促

進させた。コロナ禍で傷ついた世界にロシアによるウクライナ侵攻が追い

打ちをかけ，非暴力による抵抗を叫ぶ声は片隅に追いやられているように

見える。これ以上，世界を破壊し，略奪し，搾取し，傷つけるのではなく，

私たちには社会を回復させ，育み，協力しながら共に生きるための知恵

が求められている。そのような社会を構想するための中心的な概念に「ケ

ア」がある。

他者への責任や関係性に着目したケア概念は，貶められたケアの価値の

再考を促し，支配的な権力関係におけるケアの不公正な分配を問題化して

きた。フェミニスト政治哲学者のフレーザーは，資本主義が成長を続け

るためには，女性が無償労働を担う必要があったことを指摘する。そし

て，人間の再生産を担うケアが市場の外部である家族にゆだねられてき

たことから，資本主義は女性の無償労働に「ただ乗りしている」と批判す

る（Fraser［2016］）。同様に，トロントはジェンダーに基づいたケアの分
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配は不公正であるとし，家庭内の無償労働を公的な領域で議論し，評価す

ることによって，ケアの問題を民主主義の問題として捉えなおすことを主

張する（Tronto［2013］）。ケアはもはや個人レベルの私的な問題ではなく，

グローバルな資本主義や民主主義の問題と深く関連していることが論じら

れるようになってきたのである。

実際，少子化や高齢化，平均寿命の伸長，世帯規模の縮小と女性の就

労形態の変化などにより，ケアを家族のみによって支えることはますます

困難になってきている。すでに，先進諸国やアジアNIESでは，育児や

家事や介護は多くの移住労働者によって担われている（Anderson［2000］; 

Lan［2006］）。移住労働者は先進国の産業を維持するうえで不可欠な労働

力であるだけでなく，彼らからの海外送金は途上国の経済と家族にとって

のセーフティネットとして機能してきた（Germano［2018］）。しかし，移

住労働者は受け入れ国の国家の管理による制約を受ける一方，市場に媒介

された移住システムにより仲介業者や雇用主からの搾取の中に留め置か

れるケースも多い。特に，ケアを担う移住労働者の多くは女性であり，ケ

ア労働は非熟練労働とされ，その価値は低いものとされてきた。そのため，

国家と市場との共犯関係によるジェンダー化された国際移動は，不自由な

労働者を生み出す「構造的暴力」（Galtung［1969］）と言える。

一方，移住労働者に対する人権擁護は国連の移住労働者及びその家族の

権利の保護に関する条約（1990）等により定められているが，日本をはじ

めとする先進国は批准していない。また，移住労働者の人権は，国連ビジ

ネスと人権に関する指導原則（2008）や持続可能な開発目標（SDGs）にも

掲げられており，政府や企業が取り組んでいるものの，法的拘束力も有効

な救済手段もない。例えば，東京オリンピック・パラリンピックの「持続

可能性に配慮した調達コード」1には国際人権基準の遵守が掲げられ，サ

プライヤーが調達をする際には人種や国籍や性別等による差別の禁止が掲

げられているが，それによりオリパラにかかわる移住労働者や日本人女性

の待遇が日本人男性と同等になったわけではなく，理念と実践は乖離して
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いる。

新自由主義による規制緩和と権威主義体制の台頭により，ますます多く

声が圧殺される中で，人や世界とのつながりを問い直し，ケアを中心に置

いた社会を構想することはいかにして可能であろうか（ケア・コレクティ

ブ［2021］）。もっとも英語のケアという言葉には，関心と同時に不安，悲

しみ，嘆き，困惑という相反する意味が含まれている（ケア・コレクティ

ヴ［2021］48頁）。そこには他人の排泄物を掃除するような醜く不快な行

為や，死にゆく人と向き合うという精神的に疲弊する仕事が含まれてお

り，それこそが伝統的にケアが女性や召使など劣った人々の領域にゆだね

られてきた理由である（ケア・コレクティヴ［2021］49頁）。ケアは私た

ちが死から逃れられない有限な存在であることを突きつけ，ケアの担い手

は「おぞましい」肉体を扱うのに適しているとされてきた。そのため，国

家と市場に媒介された移住システムによる構造的暴力が作動する場におい

て，高齢者と移住労働者がともに廃棄されるリスクをはらんだ緊張関係も

見られる。

本稿では，人生のライフサイクルにおいてケアする・ケアされるという

相互行為が不可避であるとすれば，ケアを支えるのが誰であり，ケアの担

い手とどのような関係を築くのかという問いを検討する。具体的には，台

湾と日本で就労する移住ケア労働者に着目し，その多様な脆弱性を明らか

にし，ケアを中心とした社会構想の可能性を考察する。そのために，第1

に少子高齢化が進行する東アジアのグローバル化するケア労働について，

移民レジームと福祉レジームという概念を手がかりとして検討する。レ

ジームとは政策と制度の体系であり，移民レジームとは移住労働者がホス

ト国において在留することができる要件，福祉レジームとはホスト国の福

祉国家におけるケア労働の制度化を指す。異なるレジームの交錯点におけ

る移住ケア労働者の特徴を踏まえ，第2に移住ケア労働者が移住労働者で

あることに加えて，ケアという職種がどのように多様な脆弱性と結びつく

のかについて検討する。第3に，移住ケア労働者による対抗の足場として

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と人権保障
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規範形成，シティズンシップと多文化ケアコミュニティを取り上げること

で，ホスト社会と移住ケア労働者の相互依存関係を考察する。

ガルトゥングの平和学について述べる藤田は日本の超国家主義を論じた

丸山真男の「抑圧の移譲」が人間関係の「垂直性」とかかわっており，平和

の制度をつくるためには人と人との横の連帯に基づく「水平的」な社会へ

と変容する必要があることを指摘する（藤田［2003］12頁）。そこで，本

稿では他者に対する責任と関係性に根差したケアが，連帯と水平的な相互

依存を生み出す可能性を探る。

なお本稿では，育児や家事や介護など人間の再生産に従事する労働を

ケア労働と呼び，それを担う移民を移住ケア労働者と呼ぶ。介護ではなく

〈ケア〉とするのはケアの方がより通文化的な概念であるためである。た

だし，介護保険や介護福祉士のような固有名詞はそのままとする。また，

ケアを主として高齢者ケアという意味で用いるが，家事労働を排除するも

のではない。

1 ケアをめぐる社会構造の変容

育児や家事や介護などのケア労働は生産労働と対置され，再生産労働と

呼ばれる。近代的な公私二元論は，公的領域としての生産労働は男性，私

的領域としての再生産労働を女性と結び付け，前者を有償労働，後者を無

償労働に振り分けてきた。公的領域は私的領域なしには存在しないにも

かかわらず，無償労働としてのケアは「愛の労働」（ダラ・コスタ［1991］）

と呼ばれ，高い価値を付与されつつも，労働としての正当な評価は受けて

こなかった。

ケア労働は無償であれ，有償であれ，家族や地域におけるローカルな実

践として行われてきた。グローバル化による国際競争が激化する中で，企

業は人件費が安価な国に生産拠点を移転してきたが，ケアのような対人

サービスはどれほど人件費が安くとも，海外移転には限界がある。なぜな
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ら，ケアは対人関係の中で即時的に行われる相互行為であり，商品として

保存することも移転することも効率化することもできず，その場で提供さ

れなければならないからである。

一方，ケアのコストを負担するのは高齢者や，乳幼児を抱えた若いカッ

プルであることを考えると，ケアサービスの価格を市場に委ねて高く設定

し，消費者のみに負担を求めることは難しい。そのため，多くの国では社

会保険や現金給付などの社会政策を通じて，ケアサービスに対する経済的

支援を行っている。しかし，新自由主義的な経済政策により社会保障支出

の削減や抑制が続いていることから，ケア労働者の賃金は低く抑えられて

おり，それが移民をケア労働の担い手として呼び寄せる要因となっている。

歴史的に家事や育児を含めたケア労働者は「使用人」や「召使」，「メイ

ド」や「女中」と呼ばれ，身分制社会や植民地体制下において存在してき

た。第2次世界大戦後には家事労働を短時間で済ませることのできる技術

の進歩や人権思想の普及，女性が就労可能な職業の拡大により消滅する

と考えられていたが，グローバル化のもとで家事・ケア労働は多くの移民

によって担われるようになっている（Meekerk, Neunsinger and Hoerder

［2015］）。国際労働機関（ILO）の統計によれば，1995年から2010年の

間に世界中で家事労働者は約2000万人増加しており（ILO［2013］ p.25），

21世紀のケア労働者たちはジェンダーや階級だけではなく，人種という

差異を伴って再び私たちの前に登場している。

2 東アジアのグローバル化するケア労働

少子高齢化が急速に進行する東アジアではすでに多くの移住女性たちが

ケア労働に従事している。表1と表2によれば，香港，シンガポール，台

湾における移住ケア労働者の受け入れ比率は，人口や高齢化率においてよ

り多くの移住ケア労働者が必要なはずの日本と比べてとても高い。つまり，

高齢化率と人口は移住ケア労働者の受け入れと必ずしも相関しているわけ

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と人権保障
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ではない。

なぜ香港，シンガポール，台湾においては，人口も高齢化率も日本より

も低いにもかかわらず，多くの移住ケア労働者を受け入れているのだろう

か。反対に人口も高齢化率も高い日本では，なぜ移住ケア労働者の受け入

れが少ないのだろうか。ここではケア労働の制度化を表す福祉レジームと

移民の法的地位を決定する移民レジームという観点から考えてみよう。

東アジアの福祉レジームは家族主義的であることが指摘されている

が，移住ケア労働者の受け入れにおいては大きな差異が見られる（小川

［2019］）。香港，シンガポール，台湾の場合には高齢者ケアは家族の責任

であるとして〈家族化〉の方向性を取ったことから，家族が在宅住み込み

の移住ケア労働者を雇用することで人数が拡大した。これらの地域におい

ては，法的にも言説的にも高齢者ケアに対する家族の責任が強調され，ケ

表1　東アジア諸国と地域の人口と高齢化率

香港 シンガポール 台湾 日本

人口 741 万人 568 万人 2,360 万人 1億2,500 万人
高齢化率 19% 14% 16.8% 29%

表2　東アジア諸国と地域の移住ケア労働者の人数の推移

香港 シンガポール 台湾 日本

2016 351,513 239,700 237,291 10,662
2017 369,651 246,800 250,157 13,536
2018 386,075 253,800 258,097 16,678
2019 399,320 261,800 261,457 22,706
2020 373,884 247,400 251,856 29,838
2021 339,451 246,300 226,888 41,189

出典： 表1の人口と高齢化率はWorld Bank Data［2021］。台湾のデータは Statista ［2022］。
表2のデータは下記のとおり。香港は Data.Gov.HK ［2021］，シンガポールはMin-
istry of Manpower ［2021］，台湾はMinistry of Labor, Republic of China （Taiwan） 
［2021］。日本は厚生労働省［2021］における社会保険・社会福祉・介護事業に従事し
ている外国人数のため，介護職としての就労以外も含まれている。
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アのほとんどは在宅で提供されており，施設ケアは限定的である。

一方，日本と韓国は2000年代に公的介護保険を導入することで，ケア

の〈脱家族化〉を推進してきた。つまり，ケアの責任を家族のみに負わせ

るのではなく，社会保険という社会連帯の原理を通じてケアを社会で支え

る方向に舵を切ったのである。日韓は介護保険という準市場において，有

償のケア労働者に対する資格と労働市場を創り出したことから，相当数の

自国のケア労働者が存在している。また，日本では移住ケア労働者は少数

の例外を除いては訪問介護に従事することはできず 2，施設でしか就労す

ることができないため，労働関係法令が適用される。このようなケアを支

える社会保障制度は香港，シンガポール，台湾においては存在せず，ケア

の負担は家族の責任とされるため，家族は安価で柔軟に働くことができる

移住ケア労働者を雇用するという選択へと向かう。移住ケア労働者は，各

国の福祉レジームの在り方によって，医療福祉制度における位置づけが決

定されているといえる。

福祉レジームに加えて，移住労働者の法的地位を定めた移民レジーム

も移住ケア労働者の就労，キャリアパス，家族帯同などの条件を決定する。

台湾においては，1992年から移住ケア労働者の受け入れが開始されたが，

滞在できる期間は最長14年であり，台湾のシティズンシップを取得する

ことはできない。同様に，シンガポールや香港においても，移住ケア労働

者がシティズンシップを取得することは認められていない。

一方，日本の移民レジームは，「移民政策が不在」3であることから移

住ケア労働者の受け入れには複数の枠組みが乱立している。現在，ケア

労働に従事している移民の受け入れ枠組みには，①経済連携協定（EPA），

②技能実習生，③在留資格介護（介護養成校の留学生），④特定技能，

⑤日本人の配偶者や定住者等，さらに⑥国家戦略特区における外国人家事

支援人材の受け入れ，という6つの在留資格が整理されずに乱立している。

移住ケア労働者は本人の教育歴や能力ではなく，どの在留資格で入国し

たかによって就労条件，日本語教育などの支援の有無，在留期間，キャリ

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と人権保障
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アパスが決定されている（Sasaki & Ogawa［2019］）。①と③については，

介護福祉士の資格が取得できれば無期限に滞在可能な在留資格を得ること

ができるが，②と④と⑥は，台湾同様の期間限定の在留資格である。この

ような複雑な在留資格と移動経路は，出身国における情報の非対称性もあ

り移住ケア労働者の階層化につながる（Sasaki & Ogawa［2019］）。また，

移住ケア労働者の中には看護師も含まれており，世界保健機関の医療従事

者の国際的なリクルートメントにおける倫理規範に抵触する可能性がある 4。

以上のように，福祉レジームは移住ケア労働者の福祉国家における位置

づけとケア労働の内実を決定し，移民レジームはホスト国における移住労

働者の法的地位を決定づけている（小川［2019］）。移住ケア労働者は各国

の福祉レジームと移民レジームの交錯点に位置付けられており，2つのレ

ジームが異なる形で移住ケア労働者を構築し（Ogawa［2020］），多様な脆

弱性を生み出している。

3 移住ケア労働者の多様な脆弱性

移住労働者の多様な脆弱性を理解するうえで，ここではマクロとミクロ

という2つの位相から考えてみたい。第1にマクロな位相として，国際移

動に関わる政策と制度があげられる。多くの先進国において移住労働者は

高度人材と非熟練労働者に選別され，前者は後者よりもより多くの自由と

権利が保障されている（Ruhs［2013］）。そのためケア労働のように「非熟

練」と考えられている職種で働く移住労働者は，移住先に滞在するための

シティズンシップが得られないことから，労働市場における交渉力をはく

奪されており周縁化されている。また，たとえシティズンシップがあった

としても，移住労働者は言語や文化，法律や制度に関する知識の不足から

ホスト社会の雇用の調整弁として扱われる傾向にある。多くの移住労働者

は家族と共に暮らすことは許されず，病気やケガや妊娠した場合には仕事

を失うリスクに直面し，強制帰国させられることもある。自国民に与えら
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れている権利や保護は十分に与えられず，低賃金の3K（きつい，きたな

い，きけん）労働に従事することが多いことから，労災や病気やケガのリ

スクを背負っている。特に問題なのは就労に関する在留資格のいくつかは，

雇用主の変更ができないことである 5。転職の自由がないということは自

由な労働者ではないということを意味しており，劣悪な労働条件のもとに

おかれた場合でも労働者としての交渉能力は著しく制約される。

移住労働者は移住先の国家による管理とトランスナショナルな市場によ

る制約を受けているが，それに加えてミクロなケア労働の現場で経験する

問題があげられる。つまり移住労働者であることに加えて，ケア労働とい

う職種もまた彼ら・彼女らの脆弱性に拍車をかけている。特にケア労働は

私的領域において提供される場合，労働法があったとしても，事実上は適

用されていないという人権問題が多くの国で生じている（Murphy［2013］

 p.611）。このようなマクロな位相とミクロな日常の相互作用を通じて移

住労働者の脆弱性と主体性は構築されていく。

次に，ミクロな位相がどのように移住ケア労働者の脆弱性と結びついて

いるのかについて台湾と日本のケースをみてみよう。日本と台湾はともに

移民受け入れの後発国であり，厳格な管理を行っているという共通点を持

つ（鄭［2021］）。さらに，同じ東南アジアの3か国（インドネシア，フィ

リピン，ベトナム）からケア労働者を受け入ているが，福祉レジームと移

民レジームという制度枠組みが異なることから，移住ケア労働者が経験す

る多様な脆弱性が生じている。

3.1　台湾の移住ケア労働者：住み込みで働くということ

ケア労働がどのような空間で提供されるのかという問題は，移住労働

者の労働条件とケア労働の在り方を決定する。日本では移住労働者が住

み込みでケアをすることはほとんどないが，海外においては一般的であ

る（Anderson［2000］）。移住労働者による住み込みによる就労は，雇用

主の生活空間で就労するということを意味しており，私的領域での就労で
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あるため移住労働者の存在は不可視化され，社会から孤立する傾向にあ

る（Murphy［2013］）。また，在宅住み込みで働いている移住ケア労働者

は，労働関係法令の適用がないインフォーマルな労働者として分類される。

インフォーマルな労働者は失業手当，健康保険，年金，労働法の適用，有

給休暇などがないという特徴を持ち，経済的なリスクにさらされやすい

（Françoise and Heintz［2009］）。

ここでは台湾におけるフィールドワーク 6から，住み込みでケア労働を

提供することの意味について見てみよう。台湾には20万人以上の移住ケ

ア労働者が就労しているが，そのうちの99%は女性であり，92%は在宅

住み込みでケア労働を行っている（Ministry of Labor［2021］）。台湾では

介護施設に家族を預けることは親不孝であると見なされることから，在宅

住み込みによるケアが主流である（Lan［2006］）。

住み込みの移住労働者はたとえ「家族の一員」という言説で迎えられた

としても，家庭内の生活空間を自由に使うことは許されず，家族にとって

は雇用関係にある「使用人」である。そして，移住労働者の業務内容は家

族のニーズにあわせて決定され，その範囲は無制限に拡大する。台湾では

住み込みの移住ケア労働者は労働法の適用対象外であり，筆者が台湾でイ

ンタビューを行った26名の在宅住み込みのケア労働者は平均15時間就労

しており，全員が週に1日も休日がなかった。しかし，これは労働法の問

題のみならず，ケア労働を代替するシステムがなければケア労働者は休み

を取ることができないという制度的問題にも起因している（鄭［2021］；陳

［2018］）。

台北で暮らす80代の Yさんは50代で片麻痺になり，妻はポリオで足

が不自由である。近所に息子家族が暮らしているが，夫婦共に仕事をして

いるため1週間に1回程度しか Yさんの家に来ることができない。Yさ

ん夫婦の日常のケアを行っているのはフィリピン出身のリリアンさんであ

る。リリアンさんは高校卒業後，フィリピンと台湾の斡旋業者を通じて Y

さんの自宅で就労することになった。病院への通院などは Yさんの息子
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が車で連れて行ってくれるものの，Yさん夫妻は日常生活のほとんどすべ

てに介助が必要であり，排せつや入浴，食事介助の他，掃除や洗濯，買い

物や料理などもリリアンさんが一人でこなしている。Yさんはリリアンさ

んのおかげで車いすで外出することができ，公園での散歩や麻雀を楽しみ，

筆者を外食に誘うなど，自立した生活を送ることができている。

2人は英語と片言の中国語で会話をしており，その関係は良好である。

しかし，リリアンさんは Yさん夫妻を置いて短時間の買い物に出る以外

は外出する自由はない。キリスト教徒であるリリアンさんはクリスマスに

は特別に許可を得て30分だけ教会に行かせてもらったが，ケアを代替し

てくれる人がいなければ，リリアンさんは Yさん夫妻のもとを離れるこ

とができない。リリアンさんも自分がいないと何もできない Yさん夫妻

の状況を良く分かっていることから，休日を要求することはしない。

他のインタビューでも移住ケア労働者は，朝6時から家族全員分のお弁

当と朝食を準備し，洗濯，掃除，同居する高齢者の病院の付添とシャワー

介助，買物，夕食の準備と片付けを行い，自分が休めるのは夜中という

ケースも珍しくなかった。高齢者と同室で寝起きしているという移住ケア

労働者も多く，プライバシーもない。子どもが遠足に行くのであれば早起

きをして準備し，雇用主が夜更けまで麻雀を楽しんでいれば，仕事はいつ

までも終らない。家庭内の仕事は，労働時間や業務内容は予め決まってお

らず，雇用主の家族の生活に合わせる柔軟性が求められ，その範囲は無制

限に拡大していく。また，同居する家族のケアだけでなく，ペットの世話

や自動車の洗浄，近所に住む親族の自宅の家事や雇用主の会社の事務所の

清掃を依頼されているケースもあった。中には3年間の契約期間中，一日

も休みがなかったと述べた移住労働者もいた。

また，地方においては子どもたちが都会へ移住した後に，高齢者と移

住ケア労働者だけで暮らしている世帯もある。移住ケア労働者は家族の指

示を受けることなく，高齢者のニーズを把握し，食事，入浴，通院，排

せつ，睡眠などの生活のすべてを支える「架空の家族」（fictive kin）（Lan
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［2006］）となる。病院では，移住労働者は遠く離れた家族よりも高齢者の

日常生活や病状を詳細に説明することができ，麻雀や地域の集まりに参

加する高齢者に付添い，銀行振り込みなどの手続きもこなす。嫁や妻の仕

事だったケア労働は移住労働者に低賃金で外部化され，もはや家族のみに

よって支えることができなくなった高齢者ケアは，移住労働者に依存する

ことによって成立している。そして，移住ケア労働者は，台湾の高齢者ケ

アを支えているだけでなく，移住ケア労働者なしには維持できない台湾の

家族，そして海外送金によって出身国の家族と国家経済を支えているので

ある。

しかし，このような依存の在り方は，多くの脆弱性を含んでいる。まず，

リリアンさんのケースに見られるように，たった一人で全介助が必要な高

齢者2名を24時間ケアしていることから休みがとれず，最低限の労働条

件が守られていない。それがどれほど孤独で過酷な状況であるのかは説明

を要さないが，契約を更新する際にリリアンさんが1カ月帰国した際の家

族の混乱ぶりは尋常ではなかった。Yさんの息子は仕事とケアの両立を迫

られ，職場では遅刻と早退を繰り返し，疲労困憊していた。Yさん夫妻は

日中は近所の人に来てもらうなどしていたが，気兼ねやプライバシーの問

題もあり不自由な思いをしていた。1カ月ぶりにリリアンさんが戻ってく

ると Yさんは満面の笑みを浮かべて「これでやっと正常に戻った」と筆者

に語った。リリアンさんは経済的な理由から台湾で就労し，出身国の家族

はリリアンさんからの海外送金に依存しているが，Yさん夫婦と息子夫婦

もまたリリアンさんのケア労働に全面的に依存しており，両者とその家族

は相互依存の状態にある。

しかし，台湾では住み込みの移住労働者による24時間ケアが常態化し

た形で高齢者の生活が支えられているが，移住労働者のケアのニーズは

顧みられることはない。移住ケア労働者は社会的ニーズを持った独立し

た個人としてではなく，労働する限りにおいて滞在が許可されている「使

い捨ての身体」としての脆弱性を抱えている。10年以上の長期にわたっ
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て就労したとしても，家族の呼び寄せは許されず，シティズンシップを得

ることもできない。そして，台湾の移住ケア労働者の多くは雇用主の変

更が難しいことから，どんな悪条件や暴力を加えられたとしても帰国させ

られる恐怖からそれに耐えて沈黙するか，失踪するしか選択肢がない（鄭

［2021］）。

3.2　日本の移住ケア労働者：施設ケア

台湾では家族の生活空間で移住労働者が「架空の家族」として柔軟なケ

アを提供しているのに対して，介護施設で働く日本の移住ケア労働者はど

のように位置づけられているのであろうか。現在，日本で働く外国人労働

者は172万人，そのうち医療・福祉分野で就労する外国人は全体の3.3%

にあたる57,788名であり，そのうち「社会保険・社会福祉・介護事業」に

従事しているのは41,189名である（厚生労働省［2021］）。また，全体の

約半分近くの24,106名は身分に基づく在留資格，つまり永住者や日本人

の配偶者によって担われている。その意味で，移住ケア労働者の存在は日

本ではまだ限定的である。

2008年以降，日本と東南アジア諸国が経済連携協定（EPA）を締結し

たことにより，一定規模の外国人が介護施設で就労するようになっていく。

一方，日本では高齢者ケアを支えるために2000年から介護保険が導入さ

れたが，2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になるため，高

齢者ケアのニーズは増大することが予想されている。2017年以降，政府

は度重なる規制緩和を行い，移住ケア労働者を受け入れる窓口を複数創設

した。その結果，社会保険や介護事業で働く外国人は2016年には10,662

名であったが，2021年には41,189名と約4倍になり，外国人を雇用する

医療福祉系の事業所は2016年の7,470から2021年には16,455へと急増

している（厚生労働省［各年］）。

しかし，台湾の場合と大きく異なるのは日本ではほぼ100%近くの移住

ケア労働者は介護施設で就労しているということである。ケアサービスが
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介護保険によって運用されていることもあり，日本の介護施設ではケア労

働が制度化されており，移住ケア労働者は日本人とのチームで業務にあた

るため，台湾とは仕事の環境も業務内容も大きく異なる。施設では食事介

助，入浴介助，排せつ介助が中心となり，一人で複数の高齢者を担当する。

また，施設ではチームで動くため，利用者の状態を伝える申し送りや介護

記録の管理が重要であり，そのためには高度な日本語能力が求められる。

日本語を学ぶため移住労働者は出身国で半年から1年程度の日本語研

修を経て来日するが，技能実習生などの研修所では礼儀作法 7が教えられ，

「日本人」的な振る舞いを身につけることが要求される（小川［2019］）。挨

拶や返事，お辞儀や謝罪の仕方などが繰り返し教えられることにより，移

住労働者の身体は規律化され，従順な態度を身につけていく。日本語教育

の現場は同時に日本と日本人の優越性を可視化し，権威付けを行い，多様

性を飼いならすための場となる。研修を通じて従順であることを刷り込ま

れた移住ケア労働者は，上意下達の態度を身につけるため，問題に遭遇

しても相談したり，交渉したり，対話を通じて問題を解決するコミュニ

ケーション能力を持たない 8。日本へ行くための準備期間を過ごす研修所

は，家族や社会から隔離され，集団行動をとることが要求され，管理さ

れた生活を送るという点で刑務所や精神病院と類似しており，ゴッフマン

（Goffman［1961］）のいう「全制的施設」（total institution）といえる（小

川［2019］）。

EPAを中心に受け入れている27の介護施設に対するインタビューで

は移住ケア労働者は「やさしい」「まじめ」「親切」であると評価されてお

り，出身国では看護師であることから医療の知識もあり，優秀な人材とし

て受け入れられている 9。しかし，移住ケア労働者へのインタビューでは

異なる状況が見えてくる。介護施設で就労する日本人ケア労働者は40代

以上が主流であるが，移住ケア労働者は20～30代が中心である。そのた

め若くて健康な移住ケア労働者に身体ケアの負担が集中する傾向が見られ

る。ある施設では，入浴介助はほとんど移住ケア労働者に任せられており，
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日本人介護職は何もしないという 10。入浴介助はケアの中でも重労働であ

り，限られた時間内で入浴を済ませなければならず，夏は特に大変である。

他にも言葉があまりわからなくてもできるおむつ交換などが集中的に移住

ケア労働者に割り当てられるケースもある。インドネシア人のアイさん

は15名分のおむつ交換を一晩に4回，合計60回のおむつ交換を一人で行

わなければならなかったことから，深刻な腰痛に苦しんでいる 11。しかし，

施設は地方にあり，上司に何度も訴えたものの，人手が足りないことを理

由に病院に連れて行ってもらえないという。アイさんは「ここは地方なの

で一番近くのコンビニまで歩いて1時間かかる。でも，介護施設は危ない

からと自転車に乗ることを許可してくれない」という。多くの介護施設は

郊外にあり，移動するための手段を持たない移住ケア労働者は，自由が制

約された状態で過酷な就労を続けている。

また，2021年夏，技能実習生として就労していたマリさんは妊娠を理

由に解雇された 12。雇用主である介護施設は，妊娠すれば研修を継続する

ことができないため，と理由を述べた。しかし，技能実習生には労働法が

適用されるため，妊娠を理由に不利益な扱いをすることは違法である。介

護施設の施設長は日本人であれば解雇することはなく，産休を取って職場

復帰してもらうことになると述べており，移住労働者には日本人介護士と

は異なる扱いをしていることを認めている 13。移住ケア労働者は，労働者

として働くことができる場合にのみ包摂され，病気やケガ，妊娠など人間

としてありえる「リスク」が生じた際にはすぐに帰国させられる。再生産

労働を支える移住ケア労働者には再生産の権利が付与されておらず，労働

力を脱商品化することができないというパラドックスが見られる。

妊娠することによって不利益な取り扱いを受けることは労基法違反であ

るが，雇用主との非対称的な権力関係により移住労働者が実習を中断させ

られたケースは過去3年間で637名にのぼり，そのうち実習が再開できた

のは11名であり，全体の僅か2%に過ぎない（日本経済新聞［2021］）。移

住ケア労働者が出産や育児，家族帯同ができるかどうかは在留資格によっ
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て決定されており，EPA候補者 14や技能実習生や特定技能などの在留資

格には家族帯同が認められておらず，他者に対してケアを提供する一方で，

家族と暮らすという大切な時間がはく奪されている。

施設で就労する移住ケア労働者が抱える脆弱性は住み込みの場合とは異

なるものの，移住ケア労働者の身体はケアを提供する限りにおいて滞在

が許される「使い捨ての身体」という点は共通である。日本においても台

湾と同様に「帰国させられる」という恐怖感があり，雇用主と移住労働者

の関係は著しく非対称的である。そのため，労働条件や待遇などに不満が

あったとしても移住労働者たちは交渉しようとはせず，多くの場合，泣き

寝入りを余儀なくされる。

また，移住ケア労働者に対するやさしい，親切，笑顔などのイメージは，

彼らが専門職であることを確立するうえではあまり有効ではないという

指摘もある（The Truth About Nursing［N/A］）。優しいことや笑顔に癒

されることよりも，科学的な知見に基づいた専門知識を提供することが評

価されるべきであり，優しいケア労働者とみなされることは専門職として

みなされるうえではマイナスにもなりうる。台湾でも日本でも移住ケア労

働者はケアを通じて高齢者が尊厳を持って生活できるように支えているが，

移住ケア労働者がケアされているとはいえない。

3.3　ケアと排泄・廃棄

ケア労働が低価値しか与えられていないことはこれまでにも指摘されて

きたが，そこには近代社会の価値観や制度が大きくかかわっている。自立

した個人を前提とした社会においては，障がい者や高齢者など「ケアされ

る身体」も「ケアする身体」もともに周縁化されており，社会秩序を乱す

ものとして捉えられている。ケアに関わる当事者は，脆弱なもの，女性的

なものとして有徴化されており，男性的な近代的主体の「他者」として構

成されている（Shildrick［2002］ cited in Hughes et al.［2005］ p.265）。

日本の介護の基本は食事介助，入浴介助，排泄介助を基本としているが，
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ケアにおいて最も問題になるのは排泄である。特に EPAの枠組みで来日

した人々の多くは看護教育を受けており，出身国の病院では排泄介助は患

者の家族の役割であるという 15。おむつ交換に対する EPAケア労働者の

抵抗は大きく，おむつ交換をすることは自分の仕事ではなかったと多くが

口をそろえて述べた。EPAケア労働者は，日本で介護士として就労する

ことにより出身国よりも多くの給与を手にすることができるが，おむつ交

換や排泄介助は専門職である看護師としてのプライドを傷つけるものであ

り，忌避すべきものであり，自分の家族には言えない恥ずかしいこととし

て認識されていた。ここでは出身国における階級が，国際移動によって下

がるという「矛盾した階級移動」（Parreñas［2001］）が見られる。EPAイ

ンドネシア人介護士の調査をしたサラスワティによれば，インドネシア

において排泄は「使用人（pembantu）」の仕事であるが，日本に来た以上，

断るという選択肢はないと考えられていた（Saraswati［2017］）。

一般社会においては排泄物の管理は社会規範によって統制されており，

個人が排泄物を自律的に管理することが期待されている。排泄物は文明化

の過程において恥辱であり，嫌悪であり，忌避されるべきものであり，特

に現代日本においては排泄の音消し「音姫」などに見られるように，排泄

音すら他者に聞こえてはならないほどの不浄に対する強力な規範と恥の観

念が見られる。

排泄物は適切に管理されなければ，不浄なものとして流出し，社会秩

序を汚染することから潜在的に危険なもの，忌避すべきものとしてみなさ

れ，排泄物の管理ができない人間もまた廃棄物と見なされ周縁化される

（Kristeva［1982］; Hughes et al.［2005］ p.265）。資本主義社会において

は余剰価値を生み出すことができる身体とは若くて健康な身体であり，障

がいや高齢により働くことができなくなった身体は「廃棄すべき身体」と

見なされる。つまり，「廃棄すべき身体」とその身体からの排泄物をケア

する存在としての移住ケア労働者は，汚物と差別にまみれることになる

（Saraswati［2017］）。前述のアイさんに見られるように排泄介助を移住

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と人権保障
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ケア労働者に一手に押し付けるのは，「使い捨ての身体」と「廃棄される身

体」を結びつける場としてケアの空間が立ち会われていることを意味して

いる。ケアの空間を忌避すべきものとしてとらえ，移住ケア労働者に対

する搾取と差別を容認する構造的暴力は，グローバルな格差とジェンダー，

階級，人種の交差性による権力構造によって成り立っており，国際労働移

動が自己の選択によって主体的になされたということにより正当化される。

このように嫌悪される労働としてケアが位置付けられ，それを担う移住労

働者が貶められていく先は，ケアを中心に置いた社会ではなく，高齢者と

移住ケア労働者が共に廃棄される社会である。

4 対抗する足場

次に上記の構造的暴力を脱構築し，ケアを中心に置いた社会を構築する

ための足場を考えてみたい。

4.1　国際規範の形成

近年，移住労働者をめぐる国際規範は大きく発展を遂げてきている。ま

ず，移住女性によるケア労働という問題系は，再生産労働の社会的地位

の向上と待遇の改善，家事・ケア労働者の尊厳と人権を守る闘いとして

グローバルな連帯運動へと発展してきた（Boris and Unden［2017］）。家

事・ケア労働者たちは NGO16から家内労働者の組織化の経験を学び，労

働組合や政府，企業との数多くのコンサルテーションを行い，ILOに対

して生産労働中心の労働概念の拡張を求めてきた。そのグローバルな連帯

のうねりは家事労働者のための国際労働基準となった ILO189号条約へと

結実していく。

189号条約はこれまで労働として認められてこなかった家庭におけるケ

ア労働を含む家事労働を「労働」として認め，人間らしい仕事（ディーセ

ントワーク）とすることを求めたという点で画期的な条約である。その結
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果，労働法の適用，最低賃金，週休一日の確保がいくつかの国で実現し，

家事労働者の組織化が進められている（伊藤［2020］）。

ただし，日本は本条約を批准してはおらず，日本の介護施設で就労する

移住ケア労働者は対象とはならない。それでも再生産労働全体に対する待

遇改善を目指した条約が採択された意義は小さくなく，189号条約は家事

労働に対する評価とジェンダー平等へ向けた大きな前進となったことは間

違いない。

さらに，国連ビジネスと人権指導原則も移住労働者にとって大きな役割

を果たしてきた。ここでは，人権を尊重し，保護する国家の義務と企業の

責任が明記され，企業はサプライチェーンにおける人権侵害の負の影響を

特定し，評価し，対策を策定しなければならないとされた。それを受けて，

技能実習生の最大の送り出し先であるベトナム送り出し機関協会は行動規

範を策定し，多額の借金や人権侵害を防止するためのプロセスの透明化に

乗り出している 17。日本政府も行動計画とガイドラインを策定し，外国人

を含む労働者の権利擁護と，外国人との共生のための環境整備を行うこと

となった 18。

これらの国際規範には法的拘束力はないものの，市場や消費者の動向に

敏感な企業にとっては，人権侵害が発覚したことでブランド価値が低下す

ることは避けたいことから，一定の効果は見られる。介護施設の場合には，

ケア労働者に対する人権侵害は公的介護保険に対する信頼を失墜させ，介

護セクター全体にとって大きなダメージとなる。そのため，介護業界では

仲介業者による人権侵害を防ぐためのチェックリストの作成や外国人を雇

用する介護施設向けの研修などを行うことで，ゲートキーパーの強化に取

り組んできている 19。

4.2　シティズンシップ

シティズンシップの概念は歴史的に変遷を遂げてきたが，ここでは紙幅

の関係から在留資格に限定して議論する（Joppke［2013］）。台湾及び日本

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と人権保障
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の技能実習生と特定技能は期限の定めのあるローテーション型の国際労働

移動である。ローテーション型の国際労働移動は，経済合理性よりも，誰

が政治体の構成員であるかという国民性（nationhood）の問題と結びつい

ており，台湾では経済成長のための労働力の必要性と国民としての均質

性を保つ必要性からケア労働者はローテーション型の受け入れとなった

（Tseng and Wang［2013］）。

一方，経済連携協定（EPA）により開始された日本の外国人介護士の受

け入れは，介護福祉士国家試験に合格すれば無期限の滞在を可能とする。

その後，介護養成校の卒業生に対する在留資格「介護」が新設され，技能

実習生や特定技能も理論的には介護福祉士の国家試験に合格すれば継続し

て在留することができる。移住労働者にとって国家資格を取得することは，

安定した在留資格と資格手当，雇用主の変更が可能な自由な労働者，専門

職としてのキャリアパス，そして何よりも家族の呼び寄せが可能となるな

どの意味を持つ 20。

コロナ禍において多くの技能実習生や留学生が雇用を失ったが，その中

の一定数が特定技能介護に入職してきたのは，介護は景気に左右されな

い安定した労働市場であり，シティズンシップへのアクセスがあるからと

いうのが理由であった 21。国家資格は言語による排除という側面を持つ半

面，形式的であれ国籍にかかわらず同等条件での雇用を保証する。EPA

による受け入れから10年以上を経て，国家資格を取得して家族を呼び寄

せ，管理職になり永住権を取得している人たちもいる。国家資格は移住労

働者とケア労働の社会的地位を高めており，移住労働者が安定して就労す

るためにはシティズンシップを保障することが不可欠である。

4.3　多文化ケアコミュニティの形成

日本では海外からの移住ケア労働者と共に，多くの定住外国人がケアの

現場で就労している。そして，定住外国人が中心となり，多文化コミュニ

ティの形成を行っている事例もある（小川［2022］）。その契機となったの
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は，東京の下町に位置する介護施設が定住外国人を雇用したところ，日本

語ができないため「外国人は介護チームの一員にはなれない」と感じたこ

とにある。そこで，介護施設と大学と NPOと自治体の4者が連携するこ

とにより，日本語を支援し，介護福祉士国家試験に合格し，長く就労をし

てもらうために，移住ケア労働者を地域で育成する試みが開始された。

介護施設の職員は介護の勉強や実技を教え，大学は日本語教育を提供し，

定年退職者から構成されている NPOはボランティアで日本語を教え，自

治体はそれを支援している。ここで注目すべきはこれらのアクターは互い

に依存し，誰が欠けてもうまくいかない水平的な相互依存関係にあるとい

うことである。

この相互依存関係は，相互に貢献しつつ恩恵を被る互酬性によって成り

立っている。移住ケア労働者は国家資格を取得することによって職場での地

位が確立し，責任ある仕事に就くことができる。介護施設は質の高い安定し

た労働力が確保できるようになる。大学は介護の日本語の教授法を蓄積し，

ボランティアは生きがいを見出すと同時に安心して老いることができる地域

を手に入れることができる。そして，自治体は官民連携のモデルケースとし

て宣伝することができる。つまり，ケアを中心においた関係者による水平的

な相互依存関係が，全員の福祉の向上に貢献しているのである。

さらに，地域に育てられた移住ケア労働者たちは「今度は自分たちが地

域に恩返しをする」として，ボランティアグループを立ち上げ，介護施設

で公演を行う他，傾聴や付き添いを通じてコミュニティ形成をしている。

移住労働者が地域からケアされ安定した就労に就くことにより，第2世代

は不登校になることもなく，大学や専門学校に進学し，就職している。こ

のような移民の社会参加を通じた多文化コミュニティの形成は，ケアを中

心とした社会に対する構想を提供する。ケアを中心とした多文化コミュニ

ティは，人間の尊厳と脆弱性を認め，相互依存と互酬性に基づき，差別や

分断ではなく安心と信頼に基づいて実践されている。

2 移住ケア労働者をめぐる多様な脆弱性と人権保障
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お わ り に

グローバリゼーションは遠く離れた世界を結び付け，モノや情報の動き

を活発化させただけでなく，ケアを媒介とする再生産領域の相互行為にま

で影響を及ぼしている。これまで家庭の中で無償労働を担ってきた女性た

ちによるケア労働は，有償化されても低賃金で，脆弱性を抱えた移住ケア

労働者へと外部化された。移住ケア労働者は各国の福祉レジームと移民レ

ジームによって在宅ケアや施設ケアへと経路づけられ，移住労働者である

ことと，ケア労働であることからくる重層的な脆弱性を抱えることとなった。

台湾における在宅ケアでは労働基準法が適用されないことから，柔軟な

労働力として孤独にケアの負担を担わなければならない。日本における施

設ケアでは排泄介助などの重労働である身体ケアが移住労働者に集中する

傾向にあることや，移住労働者には再生産の権利が実態としては保障され

ていないという課題がある。また，ケア労働は高齢者と排泄に関わること

から，社会秩序を乱すものとして忌避され，ケアの現場はグローバル資本

主義による廃棄を集中的に体現する構造的暴力に満ちた空間となりえる。

ケア労働の質をはかることは困難であり，対人サービスであるケア労働

には感情が伴う。利用者の声に耳を傾け，彼らの不安や悩みを傾聴し，手

を握って安心させる，このような行為は金銭に換算することはできない。

社会保障費の削減と市場原理による利益追求のもとで人件費の抑制が行わ

れるが，それはケアの質を損なう可能性がある（Fobre［2006］）。グロー

バル化と新自由主義的な圧力の下で，ケアも移住ケア労働者も底辺への競

争を迫られていくが，ケアの費用を削減した場合，最終的なコストを支払

うのは現在と将来の利用者である。

一方，ケアを支える公的な制度は，社会の格差と不平等を減少させるた

めの一つの政策である。ケアを普遍的なサービスとして提供することは

サービスの市場化に歯止めをかけ，ジェンダー平等と格差の是正に寄与す

る。しかし，ケアに対していくら払うのかについては，社会の価値観と政
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治によって決定されている。もしも私たちの社会が子どもたちに対して質

の高い教育を保障しようと考えるのであれば，保育士や教員の給与は十分

に保障されなければならず，安心して老いることのできる社会にしたいと

思えば，高齢者ケアをディーセントな仕事にしなければならない。すでに

そのための規範の強化や当事者を中心とした取り組みが見られる。

ケア労働はジェンダーのみならず，人種や階級などのカテゴリーと交差

する。移住労働者を含めたケア労働者が社会の構成員として承認され，ケ

ア労働が労働として評価され，経済的な格差を是正する努力が必要であろ

う。ケア労働の価値を認め移住ケア労働者への権利付与が行われ，社会全

体として移住労働者をケアする体制がなければ，私たちは移住労働者から

ケアされることは期待できない。移住労働者をケアすることは私たちの社

会をまともなものとするための第1歩なのである。

【謝辞】 本研究は JSPS科研費基盤 C（15K03844）及びアセアン・東ア
ジア経済研究センター（ERIA）による共同研究プロジェクト「パンデ
ミック下における日本定住ケアワーカー移民のレジリエンス」（研究代
表・大野俊）の成果の一部である。共同研究者及び調査に協力いただ
いた方たちに深く感謝申し上げたい。

【付記】本稿は国際シンポジウム「アジアのマイノリティをめぐる諸問
題——多文化共生への道」（2021年12月）大東文化大学及び東京外国
語大学共催における報告を大幅に改定したものである。

注
 1  東京オリンピック・パラリンピック組織委員会，東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード
（第3版）。

 2  介護福祉士資格を取得した留学生や身分による在留資格を持つ移住
者は訪問介護を行うことは可能である。しかし，日本では在宅住み込
みによる就労は一般的ではない。

 3  安倍政権による「日本再興戦略改訂2014」には「移民政策と誤解さ
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れないよう配慮し（中略）総合的な検討を進めていく」とある。
 4  The WHO Global Code of Practice on the International Recruit-

ment of Health Personnel
 5  日本の介護の在留資格のうち，理論上，雇用主の変更ができるのは
在留資格介護と特定技能介護であり，経済連携協定（EPA）の場合に
は国家試験合格後に雇用主の変更が許可されている。理論上というの
は，在留資格介護の場合には，5年間同じ施設で就労すれば奨学金の
返済が免除されるという制度を多くの介護施設が利用しており，特定
技能についてはどのようにして新しい雇用主を探すのかという課題が
あるためである。また，技能実習2号終了後，特定技能に移行するに
あたっても同じ雇用主のもとで就労を継続することにはインセンティ
ヴが働く。

 6  2013年9月から2015年3月までの間に断続的に行ったフィールド
ワークのデータを分析対象とする。インタビューはフィリピン人，イ
ンドネシア人，ベトナム人の合計26名の移住ケア労働者と28名の台
湾人雇用主である。

 7  研修所では製造業の職場管理で用いられている5S（整理，整頓，躾
け，清掃，清潔）が徹底され，守れなければ罰が与えられる。

 8  韓国で就労する外国人労働者のための語学テキスト（EPS-TOPIK）
には最低賃金の交渉や雇用主の変更の仕方などが掲載されており，言
語を学びながら労働者としての権利を学ぶことができるようになって
いる。

 9  2015年3月から2019年3月までの間に行われた。
 10 2019年3月3日，インタビュー。
 11 2021年7月10日，オンラインインタビュー。
 12 コムスタカー外国人と共に生きる会の記者会見より。2021年1月

11日。
 13 同上。
 14 介護福祉士国家試験に合格すれば家族の呼び寄せが可能になる。
 15 2015～2020年にインタビューした多くの EPA介護士が同様の指
摘をしている。平野他［2021］も参照のこと。

 16 ハーバード大学をベースにしたWomen in Informal Employment, 
Globalizing and Organizing（WIEGO）がデータ収集とアドボカシー
を行ってきた。

 17 ベトナム送り出し機関協会の行動規範参照。https://www.chiba-u.
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ac.jp/crsgc/csmr/activities/files/vamas.pdf
 18 ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議「『ビ
ジネスと人権』に関する行動計画」（2020–2025），「責任あるサプライ
チェーン等における人権尊重のためのガイドライン」

 19 筆者がかかわった東京都社会福祉協議会によるガイドブック作成や
横浜市福祉経営者会による外国人を雇用する介護施設向けの研修事業
など。

 20 2021年9月～2022年2月までにインタビューした移住ケア労働者
8名の指摘による。

 21 同上
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